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《１．ことばの意味》

この冊子には、多くの専門的なことば（用語）が書かれています。そのためにまず、

全体をとおしてよく出てくる用語の意味を説明します。個別の用語については、必要に

応じ説明します。

○ 歳入と歳出

「歳入と歳出」は 「収入 「支出」それぞれの一年間の総額です。、 」

○ 予算と決算

「予算」は、歳入・歳出それぞれの見積額で作られ、この予算の範囲内で事業など

を執行します。予算は歳入予算と歳出予算に分かれ、歳入予算額を限度に歳出予算を

組みます、そのため基本的には歳入・歳出は同じ額です。

「決算」は、この予算に基づき実際に一年間収入し、支出した、歳入・歳出それぞ

れの合計額です。黒字の場合は繰越金として翌年度へ引継ぎ、赤字の場合はその補て

んを行います。

「予算」は法律により、まず「款」に大きく分けられ、各「款」を「項」に中分類

し、各「項」を「目」に、各「目」を「節」にそれぞれ小分類、細分化することされ

ています 「予算」に基づき執行された「決算」も当然「款 「項 「目 「節 （これ。 」 」 」 」

を「費目」と言います ）で分類されています。。

また 「予算」は議会の議決が 「決算」は監査を経て議会の承認が必要です。そし、 、

てこれらの手続きが終了し冊子にしたものを「予算書 「決算書」といいます。」

○ 会計

「会計」は、それぞれの目的や性質に応じ大きく分類し、混同しないように区分し

たもので、会計ごとに予算を設けます。

会計は次のように分類されます。

ア 普通会計・・・特定な事業目的や性質をもたず、一般的な運営を行う会計です。

イ 事業会計・・・法律で設置が義務付けられている、特定の事業を行う会計です。

ウ 公営企業会計・・・事業会計のうち、料金収入などにより特定の事業を独立した

経理で行う会計です。

これを邑南町の各会計に細分すると次のようになります。

ア 普通会計

・ 一般会計・・・邑南町の行政の基本的な運営を行う会計です。

・ 電気通信事業特別会計・・・電気通信事業（ケーブルテレビ等）を運営す

るための会計です。

イ 事業会計

・ 国民健康保険事業特別会計・・・国民健康保険事業を運営するための会計

です。

・ 国民健康保険直営診療所事業特別会計・・・井原・日貫・阿須那の３診療

所を運営するための会計で

す。

・ 老人保健事業特別会計・・・老人保健（医療）事業を運営するための会計

です。

・ 後期高齢者医療事業特別会計・・・後期高齢者（７５歳以上の方）医療事
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業を運営するための会計です。

ウ 公営企業会計

・ 簡易水道事業特別会計・・・水道事業（給水）を行うための会計です。

・ 下水道事業特別会計・・・特定環境保全公共下水道、農業集落排水、生活

排水の各事業により、下水道の整備、運営を行

うための会計です。

○ 目的と性質

予算や決算を分析する時に 「目的」や「性質」によって分析を行います。、

「目的」は、予算や決算は行政目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費、労

働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費等に分類されています。その

予算によって実現しようとする(決算によって実現された)事業目的の分類先です。歳

出では、費目の「款」により分類されます。

「性質」は、経済的性質を基準として人件費、物件費、補助費、扶助費等に分類し

たもので、歳出は費目の「節」で、歳入は費目の「款」でそれぞれ分類されます。
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《２．各会計の予算規模》

平成21年度の一般会計予算額は、国の経済対策等の影響で、104億円と前年度の予算

額と比べて2億7,000万円の増（2.7%）となっています。

目的別の歳出では、雇用対策のため労働費が大幅に伸びたほか、町議会議員選挙や衆

議院議員選挙の執行を見込んだ総務費、農業基盤整備事業の新規事業として三国・丹渡

橋の改修や林道新設改良費が増額となった農林水産業費、羽須美交流センターの部分改

修を行う商工費、防火水槽設置事業を行う消防費、教育力向上のため各種の新規事業を

行う教育費等が増額となっております。

歳入においては、地方交付税を国の経済対策等により約1億4,700万円の増額と見込ん

でいます。また、地方交付税の代わりとして借入が許可される臨時財政対策債が4億5,1

00万円と前年度の約1.5倍となっています。しかしながら、これらの増額は一時的なも

のであり、平成22年度以降の地方交付税の配分は再び厳しくなるものと見込んでおりま

す。

特別会計は総額で42億8,420万円で、前年度と比べて3億4,080万円の減（△7.4%）と

なっています。

○ 各会計の予算額

会 計 名 予 算 額 増 減 率

一 般 会 計 104億円 2.7％

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 14億3,220万円 4.5％

国民健康保険直営診療所事業特別会計 9,570万円 △ 4.8％

老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 270万円 △ 98.7％

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 3億6,060万円 △ 2.0％

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 5億6,800万円 △ 10.3％

下 水 道 事 業 特 別 会 計 10億6,600万円 △ 2.7％

電 気 通 信 事 業 特 別 会 計 7億5,900万円 △ 11.2％

合 計 146億8,420万円 △ 0.5％

○ 当初予算額の推移
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《３．一般会計予算の概要》
① 歳入予算

歳入予算総額 １０４億円

○ 町税 １０億５８２万４千円（対前年度 △１，９８３万４千円）

町民税（個人・法人 、固定資産税、軽自動車税などで町に納められる税金です。）

○ 使用料及び手数料 １億４，７２３万５千円（対前年度 △１７万５千円）

町の施設・町営住宅などの使用料や、各種証明などの手数料です。

○ 諸収入など ４億１４６万９千円（対前年度 △２，８７１万５千円）

保育料や町有財産の売払・貸付などの収入、健診や他の団体からの負担金などで

す。

○ 繰入金 １，４７０万１千円（対前年度 △２０万３千円）

町の貯金である基金の取り崩しです。本年度は「自動堰等管理基金 「ふるさと水」

と土保全対策基金 「いこいの村・香木の森基金」の３つの特定目的基金を取り崩し」

て使用します。

※ これらの歳入は、町が自主的に収入できることから 「自主財源」と呼ばれます。、

○ 地方譲与税など ３億４，０４４万５千円（対前年度 △５，６４６万２千円）

自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税、自動車取得税交付金、地方消費税交付金

など、国や県に納められた税金が人口割合などに応じて町に交付されます。

歳入
予算

町税

9.7%

地方交付税

60.1%

町債

7.3%

自主財源

15.1%

依存財源

84.9%

繰入金

0.1%

使用料、手数料

1.4%
諸収入など

3.9%

地方譲与税

など

3.2%

国・県

支出金

14.3%
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○ 地方交付税 ６２億４，９７７万２千円（対前年度 １億４，６８２万８千円）

本町のように町税などの自主財源が乏しい団体においても、標準的な住民サービスが行

えるよう、国税（所得税・法人税・消費税など）の一部を地方の財源として交付しています。

昨年度に比較すると増額となっていますが、借入金の返済に充てる公債費分が増額とな

ったためで、実質に自由に使うことのできる金額が増えたわけではありません。平成２２年度

以降は大幅な減少を受ける可能性があります。

○ 国・県支出金 １４億８，３４５万４千円（対前年度 １億８，３７６万１千円）

町が行う事業の中には、国や県の制度・政策による事務事業（やらなくてはいけ

ない事務や事業）や、国や県の補助事業により行う事業（町が事業を選択し、必要

なら申請・決定を経て行う事業）があります、このような事業について国や県は負

担金・補助金を交付します。

○ 町債 ７億５，７１０万円（対前年度 ４，４８０万円）

町が行う借金のことで、道路改良などの普通建設事業を目的に借り入れを行うも

のや、財源不足を補うために特例的に借り入れるものがあります。本町ではこの町

債から生じる償還金を極力抑えるため、今後計画的に借入額を抑制していきます。

、 、 、また 町債には この償還金を地方交付税で補てんするという有利なものもあり

このような有利なもので対応するよう努めています。

※ これらの歳入は、国、県や借入先に頼るという意味から 「依存財源」と呼ばれて、

います。
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② 歳出予算目的別内訳

歳出予算総額 １０４億円

○ 議会費 ８，７５９万６千円（対前年度 △８９万４千円）

議員の報酬など、議会を運営するための経費です。平成２１年５月からは議員定数

が現在の１８議席から１５議席に減ることとなっています。

○ 総務費 １１億４，１４９万６千円（対前年度 ８，６６０万２千円）

町の各種計画の策定・推進、地域振興のための経費や、町の内部管理にかかる経費

です。行財政改革に取り組むため町長などの特別職や一般職員の給与をカットしてい

ます。このことは以下の経費においても行われています。

○ 民生費 ２２億１１０万１千円（対前年度 △１，７３１万７千円）

お年寄りの方や、障害をお持ちの方に対する福祉事業や、子育て支援のための経費

です。

○ 衛生費 １０億７，０１３万１千円（対前年度 △２，４３１万９千円）

健康に過ごすための保健・医療の経費や、ごみ・し尿処理などの生活環境整備にか

かる経費です。

○ 労働費 ９，５４１万９千円（対前年度 ９，５２４万３千円）

歳出予算

目的別内訳

衛生費
10.3%

土木費
8.8%

教育費
8.4%

公債費
22.7%

農林水産業費
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総務費
11.0%

予備費
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。 、 、職業相談や雇用対策等に要する経費です 本年度は 雇用対策事業に取り組むため

大幅な増額となっています。

○ 農林水産業費 １１億５，３７７万４千円（対前年度 １億３，１３８万４千円）

農林業の振興を図るための支援や、生産基盤整備のための経費です。

○ 商工費 ６，６７０万６千円（対前年度 ４７２万円）

商工業の振興、中小企業の育成・支援、観光の振興のための経費です。

○ 土木費 ９億１，８６０万３千円（対前年度 △８，２１９万１千円）

道路の整備、河川の管理、公営住宅の整備・管理などの経費です。

○ 消防費 ４億１，０２５万８千円（対前年度 １，８１８万円）

消防・救急活動や防災活動のための経費です。

○ 教育費 ８億６，９３７万３千円（対前年度 ９，１４０万５千円）

学校教育の充実、生涯学習の推進、文化・スポーツの振興のための経費です。

○ 公債費 ２３億５，５５４万３千円（対前年度 △４，５８１万３千円）

町債（借金）の償還金と、一時的な資金不足を補てんするために借り入れる一時借

入金の利子です。

○ 予備費 ３，０００万円（対前年度 １，３００万円）

不測、緊急な事態へ対応するために、予備費を設けています。
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③ 歳出予算性質別内訳

歳出予算総額 １０４億円

○ 人件費 １４億６，６４７万４千円（対前年度 ４，７６２万円）

議会議員、各委員の報酬や職員の給料、手当、共済費などです。

○ 扶助費 ８億６３４万６千円（対前年度 ５４０万６千円）

養護老人ホームなど入所施設の措置費や、乳幼児、障害をおもちの方に対する医療

費の助成など、社会保障の一環として援助するための経費です。

○ 公債費 ２３億５，５５４万３千円（対前年度 △４，５８１万３千円）

町債（借金）の償還金と、一時的な資金不足を補てんするために借り入れる一時借

入金の利子です。

※ 以上の経費は、必要額を必ず予算化し支払いをしなければならないという意味から

「義務的経費」と呼ばれます。

○ 物件費 １２億４，０５７万６千円（対前年度 １億４，６３５万８千円）

町有施設の維持管理費や、旅費・事務用消耗品などの事務経費などです。

○ 補助費 １５億２，２５３万４千円（対前年度 △１億６７９万５千円）

町から交付する各種補助金・助成金のほか、邑智郡総合事務組合や江津邑智消防組

合の負担金などです。邑智郡総合事務組合に対する負担金には、選挙、戸籍、税務、

福祉、保健などの電算処理に係る経費のほか、広域で整備した施設（悠邑ふるさと会

館、ごみ・し尿処理施設など）の建設負担金や運営負担金が含まれます。

○ 普通建設事業費 １１億７，９８６万４千円（対前年度 １億１，４５４万９千円）

道路改良事業をはじめとする公共事業にかかる経費や、国県道改良などの県営事業

負担金です。

歳出予算
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○ その他 １８億２，８６６万３千円（対前年度 １億８６７万５千円）

道路や町有施設の維持補修にかかる経費、基金への積立金、国民健康保険・簡易水

道・下水道などの特別会計に対する繰出金（補てん金）や、予備費です。

前年度比較（目的別）
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《４．今年度の各予算》

◎ 一般会計
今年度予算化しました各事務・事業について、目的に応じ課ごとにまとめました。

なお、各支所につきましては、各課に含めてあります。

○ 議会費・・・・・・議会事務局（95-1113）・・・・・・・・・・・・・１２

○ 総務費・・・・・・議会事務局（95-1113）・・・・・・・・・・・・・１２

財 政 課（95-1119）・・・・・・・・・・・・・１２

総 務 課（95-1111）・・・・・・・・・・・・・１２

会 計 課（95-1112）・・・・・・・・・・・・・１３

町 民 課（95-1114）・・・・・・・・・・・・・１３

定住企画課（95-1117）・・・・・・・・・・・・・１３

税 務 課（95-1193）・・・・・・・・・・・・・１４

情報推進課（83-1125）・・・・・・・・・・・・・１４

○ 民生費・・・・・・町 民 課（95-1114）・・・・・・・・・・・・・１５

福 祉 課（95-1115）・・・・・・・・・・・・・１５

○ 衛生費・・・・・・町 民 課（95-1114）・・・・・・・・・・・・・１７

福 祉 課（95-1115）・・・・・・・・・・・・・１８

水 道 課（95-1118）・・・・・・・・・・・・・１８

保 健 課（83-1123）・・・・・・・・・・・・・１８

○ 労働費・・・・・・総 務 課（95-1111）・・・・・・・・・・・・・１９

建 設 課（95-1120）・・・・・・・・・・・・・１９

農林振興課（95-1116）・・・・・・・・・・・・・１９

定住企画課・商工観光室（95-2565）・・・・・・・・１９

学校教育課（83-1126）・・・・・・・・・・・・・２０

○ 農林水産業費・・・建 設 課（95-1120）・・・・・・・・・・・・・２０

農林振興課（95-1116）・・・・・・・・・・・・・２１

定住企画課・商工観光室（95-2565）・・・・・・・・２２

水 道 課（95-1118）・・・・・・・・・・・・・２３

生涯学習課（83-1127）・・・・・・・・・・・・・２３

○ 商工費・・・・・・定住企画課・商工観光室（95-2565）・・・・・・・・２３

○ 土木費・・・・・・建 設 課（95-1120）・・・・・・・・・・・・・２４

定住企画課（95-1117）・・・・・・・・・・・・・２５

水 道 課（95-1118）・・・・・・・・・・・・・２５

○ 消防費・・・・・・総 務 課（95-1111）・・・・・・・・・・・・・２５

○ 教育費・・・・・・定住企画課・商工観光室（95-2565）・・・・・・・・２６

学校教育課（83-1126）・・・・・・・・・・・・・２６

生涯学習課（83-1127）・・・・・・・・・・・・・２７

○ 公債費・・・・・・財 政 課（95-1119）・・・・・・・・・・・・・２８

○ 予備費・・・・・・財 政 課（95-1119）・・・・・・・・・・・・・２８

・・・・・・・町 民 課（95-1114）・・２９◎ 国民健康保険事業特別会計

・町 民 課（95-1114）・・２９◎ 国民健康保険直営診療所事業特別会計



- 11 -

・・・・・・・・・町 民 課（95-1114）・・２９◎ 老人保健事業特別会計

・・・・・・町 民 課（95-1114）・・２９◎ 後期高齢者医療事業特別会計

・・・・・・・・・水 道 課（95-1118）・・２９◎ 簡易水道事業特別会計

・・・・・・・・・・水 道 課（95-1118）・・２９◎ 下水道事業特別会計

・・・・・・・・・情報推進課（83-1125）・・２９◎ 電気通信事業特別会計
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◎ 一般会計

議 会 費

○ 議会事務局

１－１－１．議会費 ８，７５９万６千円

町民の代表として選ばれた議員が、町政の方針や予算などを審議し、具体的な

政策の最終決定と行財政運営の監視を行うための経費です。

具体的には、議員報酬・事務局職員の人件費、議会運営費、議員研修費などで

す。

また、現在の議員定数は18名ですが次回の改選から議員定数を15名とすること

としています。

総 務 費

○ 議会事務局（監査委員事務局）

２－６－１．監査委員費 ８６万２千円

監査委員が町の予算の執行状況や決算について監査を行うための経費です。現

在の監査委員は住民からの選任（識見者）と議員選任の2人です。

○ 財政課

２－１－３．財政管理費 ５３万９千円

予算編成、決算事務、交付税算定、地方債借入、財務会計システム等に要する

事務的な経費です。

○ 総務課

２－１－１．一般管理費 ４億９，３００万６千円

町長・副町長及び、総務課・財政課・会計課・定住企画課（商工観光室職員を

除く ・各支所窓口業務に所属する職員の人件費、情報公開や個人情報保護審査会）

委員などの委員報酬、交際費、その他の事務経費などです。

また、昨年度まで諸費で予算措置をしていました、防犯灯設置等補助事業は本

年度よりここで予算措置しています。

２－１－２．文書広報費 ２８６万円

「広報おおなん」の印刷費及び作成にかかる事務経費です。

平成21年度は毎月18頁(平均)の町広報を5,500部印刷する予算です。

２－１－５．財産管理費 ５，４２５万５千円

町有建物の火災保険料、本庁舎等の光熱水費・修繕費などの維持管理に要する

経費及び町が保有する公用車の任意保険など維持管理に要する経費です。現在140

台の公用車を所有し、うち8台は特別会計(簡易水道・下水道)で管理しています。

２－１－７．交通安全対策費 １３６万９千円

交通安全指導員の報酬、小・中学校及び保育所への交通安全用具の給付、交通

安全運動の経費などです。
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２－１－８．地域振興及び人口定住対策費（うち自治振興費） ３，１８２万９千円

行政連絡員の報酬、各自治会への活動補助金などです。

各自治会への活動補助金は、均等割20万円、戸数割が1戸当たり1,500円となっ

ています。

また、本年度から平成20年度に造成した「地域振興基金」の利息を財源とした

地域活性化補助金を1戸当たり500円交付することとしています。

２－１－８．地域振興及び人口定住対策費（うち自治会館整備事業費） ２９４万７千円

自治会館の改修・修繕や排水設備工事に対する助成です。

２－１－９．支所費 ２，１１８万６千円

瑞穂・羽須美両支所の事務経費です。

２－１－10．諸費（うち職員研修費） ２９０万６千円

職員の意識高揚のための研修、職員の実務研修の経費です。

２－１－10．諸費（うち福利厚生費） １９３万２千円

職員の定期検診や産業医の委託料などの経費です。

２－１－12．生活交通確保対策事業費（うち町営バス運行事業費） ３，８５８万９千円

、 、町営バスの運行経費や矢上駅にかかる事務経費で 本年度も委託運行を４路線

直営運行(川越線)１路線としています。また、本年度は瑞穂インターチェンジ線

のバス(29人乗り)を更新します。

○ 会計課

２－１－４．会計管理費 １６２万円

出納事務や金融機関との調整等に要する経費です。

○ 町民課

２－３－１．戸籍住民基本台帳費 ８，２０１万９千円

戸籍と住民基本台帳に要する経費です。本年度から、旅券（パスポート）発給

の事務が県から権限移譲されたため、発給業務の端末機械の導入費等を予算措置

しています。

２－４－１．選挙管理委員会費 １６７万９千円

各選挙を管理する選挙管理委員会に要する経費です。なお、執行されるそれぞ

れの選挙費は、これとは別に各選挙ごとに計上します。

２－４－４．町議会議員選挙費 １，６６９万５千円

町議会議員の選挙に要する経費です。この選挙は平成21年4月19日に執行予定さ

れていますが、準備経費は平成20年度で予算措置されているため、本年度は執行

経費（投開票）のみの予算措置です。

２－４－６．衆議院議員選挙費 １，７９０万４千円

衆議院議員の選挙に要する経費です。

２－４－８．土地改良区総代選挙費 １６３万円

土地改良区総代（瑞穂地域）の選挙に要する経費です。この選挙は平成22年3月

に執行予定されています。

○ 定住企画課

２－１－６．企画費（うち企画費） ６，３２８万９千円

邑智郡総合事務組合の運営負担金や各協議会負担金、いこいの村・香木の森基

金（将来の改築等に充てるための積立金）のほか企画事務に要する経費です。
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２－１－６．企画費（うち地域振興定住対策費） ４８９万８千円

矢上高校教育振興会補助金や定住対策事業の事務に要する経費です。

２－１－６．企画費（うちまちづくり対策費） ５３万９千円

まちづくり推進基金への利子積立です。

２－１－６．企画費（うちいわみ温泉泉源管理費） １２３万９千円

いわみ温泉泉源の維持管理費です。

２－１－６．企画費（うち地域間交流事業費） １１万５千円

出身者会への参加経費です。

２－１－６．企画費（うち地域コミュニティ再生事業） ７５０万５千円

平成20年度に引き続き、島根県の「中山間地域コミュニティ再生重点プロジェ

クト事業」の指定を受け、新たな地域運営の仕組み（新たなコミュニティ）づく

りを行い、そのコミュニティを中心として重点施策に対応した取り組みを行う事

業です。この事業は県の3分の2の補助を受けて行います。

２－１－８．地域振興及び人口定住対策費（うち邑南町研修事業費）

３，３８６万４千円

香木の森公園の維持管理費や邑南町研修事業に要する経費です。研修事業は農

業研修と香木の森研修の二つのコースがあり、この事業を通じ地域の活性化と定

住を目指すものです。平成20年度までは、研修期間を2月から1月までとしていま

したが、本年度からは4月から3月までの研修期間としています。研修人数は香木

の森研修が4人、農業研修が2人です。

２－１－12．生活交通確保対策事業費（うち生活交通確保対策費） ２，１０７万１千円

民間バス業者への交通対策費補助や民間バス利用者への助成などに要する経費

です。総務課に同名の事業がありますが、総務課の事業は、町が自主運行する町

営バスの運行事業です。

２－５－１．統計調査総務費 １万３千円

統計調査における一般的な事務経費です。

２－５－２．基幹統計調査費 ７３４万２千円

統計調査における法律に基づく指定統計（本年度は 「工業統計調査 「農林業、 」、

センサス 「経済センサス基礎調査」及び「全国消費実態調査」です ）を行うた」、 。

めの経費です。

○ 税務課

２－２－１．税務総務費 1億２，６１５万９千円

固定資産評価審査委員会の委員報酬や税に関する調査・報告など税務一般事務

に要する経費です。

２－２－２．賦課徴収費 ４，６４２万３千円

前納報償金のほか通知書、納付書、申告相談、電算経費、徴収経費など徴税の

賦課・徴収に要する経費です。

○ 情報推進課

２－１－11．情報政策費 ５，５２１万２千円



*①ICTとは nformation and ommunication echnologyの略で、情報・通信に関連する技術一般の総称I C T

です。従来ひんぱんに用いられてきた「IT」とほぼ同様の意味で用いられるもので 「IT」に替わる表現、

として日本でも定着しつつあります。
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役場、支所、公共施設全体のICT 環境の維持・管理に要する経費とケーブルテ*①

レビ事業を行っている電気通信事業特別会計への一般会計からの繰出金です。

民 生 費

○ 町民課

３－１－１．社会福祉総務費（うち人権総務費） ４８万３千円

。人権相談所の開設や人権に関する広報活動など人権に関する一般的な経費です

３－１－１．社会福祉総務費（うち同和対策費） １７６万８千円

などの同和対策に要する経費です。生活相談員の報酬や差別に関する研修

３－１－１．社会福祉総務費（うち国民健康保険事業特別会計繰出金）

１億２７３万３千円

、 、国民健康保険事業特別会計予算における一般会計の負担部分で 保険基盤安定

医療費、事務費について繰出します。

３－１－１．社会福祉総務費（うち男女共同参画推進事業費） ２１万４千円

男女共同参画のための研修会や活動グループの育成など、事業推進のための経費で

す。

３－１－１．社会福祉総務費（うち消費者行政事務費） ７万８千円

、消費者問題に対し活動を行う経費です。現在、邑南町消悪質商法等被害防止など

費者問題協議会を設置し活動を行っています。

３－１－３．老人福祉費（うち老人保健事業特別会計繰出金） ２６万９千円

老人医療について、一般会計の負担部分で、事務費・老人医療費について繰出

します。

３－１－３．老人福祉費（うち後期高齢者医療広域連合事業） ２億７，６６５万１千円

平成19年度に設立された県の後期高齢者医療広域連合への負担金及び繰出金で

す。

３－１－５．国民年金事務費 １，０３１万円

国民年金に関する広報活動やデータ管理を行うための経費です。

○ 福祉課

３－１－１．社会福祉総務費（うち社会福祉総務費） １億２，７０２万１千円

社会福祉相談員・民生児童委員や福祉医療費助成・ひとり親家庭医療費助成の

経費等や社会福祉事務一般に要する経費です。

３－１－１．社会福祉総務費（うち在宅福祉事業費） ４，３９０万９千円

高齢者・障害者の在宅福祉について、直接事業を行う社会福祉協議会への補助

と、瑞穂福祉会・おおなん福祉会の償還助成を行う経費です。

３－１－２．社会福祉施設費（うち老人ホーム費） ４，２４２万９千円

特別養護老人ホーム桃源の家を指定管理として委託する経費です。

３－１－２．社会福祉施設費（うちくるみ邑美園費） ２，９０２万円
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知的障害者施設くるみ邑美園を指定管理として委託する経費です。

３－１－３．老人福祉費（うち老人福祉事業費） １，３１６万２千円

通院移送サービス、生活支援ハウス、緊急通報装置に要する経費のほか、老人

クラブ活動やひとり暮らし老人支援事業、シルバー人材センターの各補助に要す

る経費です。なお、高齢者の方への他の事業は介護保険制度により以下の

３－１－７．介護保険事業費（うち介護予防事業費）

３－１－７．介護保険事業費（うち任意事業費）

にも計上してあります。

３－１－３．老人福祉費（うち高齢者丸ごと安心生活サポート事業） １０９万４千円

香梅苑でショートステイを行うための委託料や通院タクシー費の助成に要する

経費です。

３－１－４．老人保護措置費 １億７０２万８千円

養護老人ホームへの入所措置に要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち補装具費） ２３６万４千円

身体に障害をもっておられる方へ補装具を給付する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち日常生活用具） ３０４万８千円

身体に障害をもっておられる方へ日常生活用具の給付や貸与する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち腎臓機能障害者通院費助成） ３０７万１千円

腎臓機能に障害をもっておられる方が医療機関へ通院されるための通院費を助

成する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち更生医療費給付費） ８３７万４千円

透析治療を受けられる方の医療費を給付する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち療養介護医療費） ８４万１千円

進行性筋萎縮症者の方等の医療費を給付する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち障害者自立支援事業費） ２０３万２千円

障害者の方の自立支援事業における調査や認定に要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち地域生活支援事業費） １，６５８万５千円

障害者の方の相談や社会参加促進などの支援に要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち訓練等給付費） ４，２００万１千円

障害のある方が、主として日中に自宅等から通所して、日常の生活習慣を身に

つけたり就労するための技術を訓練するサービスに要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち介護給付費） １億７，６４４万４千円

障害のある方の地域生活を支える様々なサービスに要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うちサービス利用計画作成費） ６１万２千円

事業所が立てる様々なサービスの利用計画に要する経費です。

３－１－６．障害者福祉費（うち特別障害者手当等給付費） １，３８５万５千円

。常時介護を必要とする在宅の重度障害者の方に手当を支給するための経費です

３－１－７．介護保険事業費（うち介護保険事業費） ３億２，５９９万５千円

介護保険における調査費、認定費、低所得対策費のほか、介護保険の町負担と

なる介護給付費負担金に要する経費です。

３－１－７．介護保険事業費（うち包括的支援事業費） ２，４９９万９千円

介護保険におけるケアプランの作成に要する経費です。

３－１－７．介護保険事業費（うち介護予防事業費） ４，０５２万６千円

高齢者の健康と生きがいづくり事業、特定介護予防通所事業、配食サービス、

ミニデイ運営費補助等の介護予防に要する経費です。
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３－１－７．介護保険事業費（うち任意事業費） ２，４７１万２千円

介護相談員派遣事業、家族介護者交流事業、介護用品（紙おむつ）支給事業に

要する経費です。

３－２－１．児童福祉総務費（うち児童福祉総務費） ７，８７０万２千円

児童手当、遺児育成特別手当、母子家庭等入学就職支度金のほか、児童福祉事

務に要する経費です。

３－２－１．児童福祉総務費（うち放課後児童クラブ費） １，５４７万３千円

放課後児童クラブの運営に要する経費です。放課後児童クラブは小学校区を単

位に、石見地域が矢上・石見東・日貫の3ヶ所、瑞穂地域が瑞穂・高原・市木の３

ヶ所、羽須美地域が口羽・阿須那の2ヶ所に設置してあります。

３－２－２．児童福祉措置費（うち保育所措置費） １億８，２４１万６千円

瑞穂地域の私立保育所における児童の入所措置と町外における広域入所委託に

要する経費です。

３－２－３．児童福祉施設費（うち保育所費） ３億５９４万７千円

石見・羽須美地域の公立保育所における児童の入所措置に要する経費ですが、

すべて指定管理となっています。また浜田市における広域入所委託に要する経費

と邑智病院に対する病児病後児保育事業の委託料も含まれています。

３－２－３．児童福祉施設費（うちくるみ学園費） ３，０１０万２千円

石見地域の知的障害児施設くるみ学園の指定管理に要する経費です。

３－２－４．母子福祉費 ３，６９４万９千円

児童扶養手当のほか、母子家庭の母と児童を共に保護し、生活全般について援

護する母子生活支援施設へ入所委託する経費や、母子家庭の母が就職に役立つ資

格を習得するために講習を受講したり各種学校等の養成機関で就学した場合に支

給する給付金も含まれています。

３－３－１．生活保護総務費 ３４８万３千円

生活保護扶助を行うための一般的な事務に要する経費です。

３－３－２．生活保護扶助費（うち生活保護扶助費） ８，３０５万９千円

生活に困窮している人に最低限の生活を保障し、自立助長を図る援助を行うた

めに要する経費です。

３－３－２．生活保護扶助費（うち生活保護施設事務費） ２，３３４万２千円

生活保護に係る施設事務費に要する経費です。

衛 生 費

○ 町民課

４－１－１．保健衛生総務費（うち直営診療所事業特別会計繰出金）

４，１７６万２千円

井原・日貫診療所（石見地域 、阿須那診療所（羽須美地域）3診療所の運営に）

対し、一般会計から補てんをする経費です。

４－１－６．斎場運営費 １，８２６万８千円

斎場の運営に関する経費で、水晶苑（石見地域 、紫光苑（瑞穂地域 、やすら） ）

ぎ苑（羽須美地域）の3施設の運営に要する経費です。

４－１－７．環境衛生費 ２，６６１万８千円

犬の登録・狂犬病予防注射、河川水質検査や環境保全のほか、環境衛生に関す
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る事務に要する経費です。

４－２－１．廃棄物処理費 ２億３，９１５万円

し尿・ごみ処理に係る総合事務組合への負担金と不法投棄物の処分に要する経

費です。

○ 福祉課

４－１－４．精神、難病保健費（うち精神保健費） ２３３万１千円

精神障害をもっておられる方を対象とした通院医療費の助成、社会復帰施設へ

通所するための交通費の助成などの経費です。

○ 水道課

４－１－１．保健衛生総務費（うち飲料水供給井戸設置事業） １５０万円

水道施設の整備が困難な水道未普及地域において、定住される方等が飲料水を

供給するための井戸を設置する場合に、町が補助金として負担する経費です。

４－１－１．保健衛生総務費（うち簡易水道事業特別会計繰出金）

２億９，２８１万８千円

簡易水道事業の施設整備費やその財源となった起債(借入金)の元利償還金、運

営費について一般会計から補てんする経費です。

４－１－１．保健衛生総務費（うち下水道事業特別会計繰出金（生活排水等））

６，１２７万１千円

下水道事業のうち、生活排水処理事業（合併処理浄化槽）の施設整備費やその

財源となった起債(借入金)の元利償還金、運営費について一般会計から補てんす

る経費です。

○ 保健課

４－１－１．保健衛生総務費 １億３，５０４万１千円

人件費や在宅当番医病院群輪番制、邑智郡総合事務組合の負担金など保健衛生

の一般事務に要する経費です。

４－１－１．保健衛生総務費（うち保健センター運営費） １７９万４千円

石見・羽須美地域2ヶ所の保健センターの運営に要する経費です。

４－１－２．母子保健費 ２，５１７万３千円

、 、 （ 、 、 、妊婦健康診査 乳幼児等の医療費の助成 乳幼児健診 乳児 1.6歳児 3歳児

4歳児 、歯科保健（フッ素洗口、歯科教室）等に要する経費です。）

本年度は、昨年度までの制度（妊婦健康診査16回、子宮頸ガン検診、妊婦歯科

健診が無料で受診）に加え、新生児聴覚検査の無料化及び乳幼児(就学前)医療費

助成を拡充しています。

４－１－３．老人保健費 ２，４０１万２千円

がん検診、運動教室開催などに要する経費です。本年度から、ペプシノゲンと

前立腺検診も補助対象としています。

４－１－４．精神、難病保健費（うち難病対策費） ２２万円

難病をもっておられる方を対象に、日常生活用具の給付とホームヘルプサービ

スを行うための経費です。

４－１－５．予防費 １，３４０万６千円

各種予防接種に要する経費です。なお、本年度も昨年度に引き続き鳥インフル

エンザ対策として、緊急用防疫マスクの購入を行います。
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４－１－６．病院費 １億８，６７６万７千円

公立邑智病院の、施設整備にかかる元利償還金や救急病院としての経費など、

郡内の構成町で負担する経費です。

労 働 費

○ 総務課

５－１－２．緊急雇用創出事業費（うち環境美化事業費） ４４８万８千円

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇

用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業で、公共施設周辺の環

境整備（草刈・剪定）を行う経費です。

○ 建設課

５－１－２．緊急雇用創出事業費（うち道路維持事業費） ２，０００万１千円

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇

用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業で、道路脇の除草・側

溝の清掃・路面補修・歩道の植樹の剪定等を行う経費です。

○ 農林振興課

５－１－２．緊急雇用創出事業費（うち集落森林保全対策緊急対応事業費）

４００万円

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇

用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業で、管理の不十分な里

山林等の整備を重点かつ緊急的に実施し、農林作物被害を軽減し、地域住民の方

々が安心して生活できる環境を作る経費です。

５－１－２．緊急雇用創出事業費（うち耕作放棄地対応事業費） ４００万円

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇

用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業で、耕作放棄地の問題

を解決するため集落等の話し合いで、立竹木等がある農地の伐採や、周辺整備に

よる優良農地の確保など積極的な復旧計画を策定していただき、守るべき農地の

保全活動を推進する経費です。

５－１－３．ふるさと雇用再生事業費（うち耕畜連携促進事業費） １，００８万円

地域の雇用再生のために、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する

事業で、輸入飼料の価格高騰による畜産経営の逼迫という緊急課題に対応するた

め、水田転作による飼料用米を畜産農家に提供することにより、水田転作と飼料

価格高騰の課題を同時に解決するための経費です。

５－１－３．ふるさと雇用再生事業費（うち産地づくり事業費） ５０４万円

地域の雇用再生のために、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する

事業で、白ねぎの産地として栽培面積を拡大するため、共同選果場を設置し、品

質規格管理を徹底し、市場の信頼性を高めるための経費です。

○ 定住企画課（商工観光室）

５－１－１．労働諸費 ２６万９千円

雇用安定関係の協議会等の負担金のほか事務に要する経費です。
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５－１－３．ふるさと雇用再生事業費（うち田舎ツーリズム自立支援事業費）

３３９万７千円

地域の雇用再生のために、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する

事業で、5年後に全国的に行われる小学生の農山漁村での宿泊体験事業の誘致や体

験メニューの掘り起こしを行うコーディネーターを邑智郡田舎体験交流協議会に

設置する経費です。

５－１－３．ふるさと雇用再生事業費（うち地域資源を活用した新産業創出事業費）

２，５１１万３千円

地域の雇用再生のために、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する

事業で、町内の主要産業である農林業を基盤に、地域ブランド商品の開発及び販

路の拡大や地域ブランド商品を開発する組織づくりのための経費です。

○ 学校教育課

５－１－２．緊急雇用創出事業費（うち小中学校教育サポート事業費）

１，９０３万１千円

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇

用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業で、事情により学校生

活及び学習への支援が必要な児童生徒に対して、対象児童生徒への生活及び学習

支援を行う補助教員等を配置する経費です。

農林水産業費

○ 建設課

６－１－５．農地費（うち農地総務費） ４，２７５万１千円

農免農道負担金、土地改良事業償還助成、土地改良区運営費補助、小規模生産

基盤整備補助金のほか、各協議会負担金、農地基盤整備に関する一般事務に要す

る経費です。

６－１－５．農地費（うち農道維持費） ８５万５千円

農道の維持・管理・補修に要する経費です。

６－１－５．農地費（うち特定中山間保全整備事業） ８５万円

石見地域日和地区から江津市桜江町へ通じる農林業用道路整備を主体とした特

定中山間保全整備事業に関する事務に要する経費です。

道路整備自体は、独立行政法人森林総合研究所が行い、町は応分の負担を平成4

0年度まで支払います(債務負担行為)。

６－１－６．農業基盤整備費(うち奥谷) ２，１８８万円

瑞穂地域の奥谷地区農道整備に要する経費です。本年度は道路改良を230ｍ行い

ます。

６－１－６．農業基盤整備費(うち亀谷中) ５，３０８万６千円

瑞穂地域の亀谷中地区農道整備に要する経費です。本年度は道路改良を440ｍ行

うとともに、測量600ｍと用地買収等を行います。

６－１－６．農業基盤整備費(うち三国・丹渡橋) ４，６４０万７千円

羽須美地域の農道橋整備に要する経費です。本年度は三国橋の改修工事の負担

金を事業主体である広島県三次市に支払うとともに、丹渡橋の調査設計を行いま

す。
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６－２－１．林道総務費（うち林道総務費） １，０４１万５千円

森林土木協会などの負担金や林道に関する一般事務に要する経費です。

６－２－１．林道総務費（うち林道維持費） １２６万７千円

林道の維持・管理・補修に要する経費です。

６－２－３．林道整備費（うち県営林道負担金） １，３４０万円

県営林道負担金（三坂小林線、川本布施線）や川本布施線の土地購入費です。

６－２－３．林道整備費（うち本田下線） ７，００３万円

羽須美地域雪田地区の林道本田下線の整備に要する経費です。本年度は宇都井

工区で長さ150ｍ幅4ｍ及び雪田工区で長さ200ｍ幅4.1ｍの開設を行います。

６－２－３．林道整備費（うち黒坊線舗装） １，１０３万円

瑞穂地域上亀谷地区の林道黒坊線の整備に要する経費です。本年度は長さ580ｍ

幅5ｍの舗装を行います。

６－２－３．林道整備費（うち黒坊線改良） ９０２万円

瑞穂地域上亀谷地区の林道黒坊線の整備に要する経費です。本年度は長さ65ｍ

幅5ｍの改良を行います。

○ 農林振興課

６－１－１．農業委員会費 １，４１０万９千円

農業委員の報酬など農業委員会の運営に要する経費と農業者年金の事務に要す

る経費です。

６－１－２．農業総務費 ７，７６０万７千円

農業一般に関する人件費です。

６－１－３．農業振興費（うち農業振興費） １，６３１万３千円

邑南町農林総合事業費補助金、特産加工などの農業振興事業や野菜価格安定協

会などの負担金、農業振興事業における元利補給金などに要する経費です。

なお、邑南町農林総合事業費補助金の内容は次のとおりです。

1:施設整備事業(ハウス2棟) 200万円

2:集落営農組織育成事業(農業機械) 300万円

3:地産地消推進事業(研究会分) 100万円

4:椎茸生産振興事業(ハウス、種駒) 200万円

5:有機農業推進事業（土づくり） 300万円

6:放牧推進事業 50万円

計 1,150万円

６－１－３．農業振興費（うち数量調整円滑化推進事業費） ２４１万９千円

水稲の生産調整の事務に要する経費です。

６－１－３．農業振興費（うち強い農業づくり交付金事業） ７５０万円

集落営農組織育成のために要する補助金です。

６－１－３．農業振興費（うち中山間地域等直接支払事業費） ２億４，８４８万５千円

集落による農地保全や地域活動、環境保全、営農組織などの中山間地域等直接

支払制度に要する経費です。

６－１－３．農業振興費（うち農地・水・環境保全向上対策事業費） ２，３７０万２千円

農村地域の資源を保全するため、活動組織が計画に基づき水路・農道・法面な

どの基本的な保全管理等を行った場合に助成金が交付されます。

この助成金と事業の推進に必要な事務費を計上していますが、内容は次のとお

りです。
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農地・水・環境保全向上対策事業支援交付金 2,239万8千円

〃 推進交付金 67万4千円

推進事務費 63万円

６－１－３．農業振興費（うち地産地消推進事業費） ８９２万９千円

地産地消を推進するため、講習会の開催や研修を行うための経費や施設の改修

補助金です。

６－１－３．農業振興費（うち農地確保・利用支援事業） ３８８万５千円

将来に向けて守るべき農地を有効活用するために、農地を集積しブロック化す

ることで、担い手や転作活用者等の農地活用を促進する事業です。そのため、県

に基金を造成するほか、町単独事業として、要活用農地を無条件で貸し出す農家

に交付金を交付します。

６－１－４．畜産振興事業費 １８９万７千円

河川水質検査や石東家畜診療所負担金のほか、人工授精業務、酪農ヘルパーな

ど各補助事業に要する経費です。

６－１－４．畜産振興事業費( ) ３０万４千円特殊土壌地帯等畜産的活用整備調査事業

本町でも、畜産における生産振興への取組みが進みつつありますが、島根県全

域が指定されている特殊土壌地帯特有の課題から、草地や飼料畑の造成整備が困

難な状況であるため、飼料生産基盤としての高品位転換方向及び整備手法の検討

を行い、自給飼料増産に向け取り組みを行うための調査経費です。

６－１－７．施設整備管理費（うち農業施設管理費） １６３万８千円

瑞穂地域の農産物処理加工施設、羽須美地域の農作業準備休憩施設・婦人若者

等活動施設、石見地域のふれあい体験農園の指定管理に要する経費です。

６－１－８．地籍調査費 １億１，８９６万２千円

石見・瑞穂地域の地籍調査や既に調査を行った成果物の管理などに要する経費

です。

６－２－１．林業総務費（うち林業総務費） １，０３０万７千円

みどりの担い手確保緊急対策事業補助、各協会負担金のほか、林業に関する一

般事務に要する経費です。

６－２－１．林業総務費（うち有害鳥獣駆除対策事業費） ４５４万円

被害防止用電気牧柵・トタン・シート等購入補助、檻設置助成、集団駆除出動

補助、捕獲奨励補助など、有害鳥獣駆除対策に要する経費です。

６－２－２．林業振興費（うち森林総合研究所造林受託事業費） １，１６４万６千円

森林総合研究所から受託する造林事業です。

６－２－２．林業振興費（うち公社造林受託事業費） ３，７８３万３千円

林業公社から受託する造林事業です。

６－２－２．林業振興費（うち町行造林整備事業費） ５９４万７千円

町が行う造林事業です。

６－２－２．林業振興費（ ） ２，４１３万７千円うち森林整備地域活動支援交付金事業費

一定の森林整備が行われている地域について、その管理活動を促進するために

国から交付金がでます。

○ 定住企画課（商工観光室）

６－１－３．農業振興費（うち田舎ツーリズム推進事業） ６２万７千円

グリーン・ツーリズム（農山漁村における滞在型の農林漁業体験や交流）事業

を推進するため、研修会の開催や特産品のPRに要する経費です。また、三大都市



- 23 -

圏の学生等に対して、地域の特色を活かした地域の暮らし、地域づくりへの取組

み、地域産業等の体験や交流プログラムを提供し、地方の良さを知ってもらうと

ともに、地域も体験調査員（地域づくりインターン）の受入や交流等を通じて、

地域の活性化やＵＪＩターンの促進等に役立ててもらうことを目的に「若者の地

方体験交流支援事業」も実施しています。

６－１－７．施設整備管理費（うちふれあい公園管理事業費） ２５３万２千円

瑞穂地域のふれあい公園の管理運営に要する経費です。

○ 水道課

６－１－５．農地費（うち下水道事業特別会計繰出金（農業集落排水））

２億４，６９０万８千円

下水道事業のうち、農業集落排水事業の施設整備費やその財源となった起債(借

入金)の元利償還金、運営費について一般会計から補てんする経費です。

○ 生涯学習課

６－１－７．施設整備管理費（総合交流ターミナル運営費） ２５５万６千円

瑞穂地域市木地区にある総合交流ターミナル（市木公民館）の管理運営費に要

する経費です。

商 工 費

○ 定住企画課（商工観光室）

７－１－１．商工総務費 ２，３９１万７千円

商工一般に関する事務に要する経費です。

７－１－２．商工振興費 ９７５万円

旭町矯正施設建設促進協議会や島根県西部勤労者共済会等の負担金、町商工会

運営助成や企業会補助、小規模企業育成資金預託金のほか、商工振興に関する事

務に要する経費です。

７－１－３．観光費（うち観光推進総務費） ４８０万１千円

誘客活動等の観光推進に関する事務や邑南町観光協会へ対する補助金に要する

経費です。

７－１－３．観光費（うち観光推進事業費) ４６８万４千円

瑞穂地域の道の駅瑞穂と出羽道の駅の管理運営及び羽須美地域の軍原キャンプ

場、わんぱく館の管理運営、ほたるの館の指定管理等に要する経費です。

７－１－３．観光費（うちリゾートセンター管理費） ６万８千円

羽須美地域のリゾートセンターの周辺管理に要する経費です。

７－１－３．観光費（うち交流センター管理費） ７４２万円

羽須美地域の交流センター、温水プールの指定管理及び借地料、修繕料です。

７－１－３．観光費（うち公園維持管理費） １，６０６万６千円

石見地域の断魚渓、千丈渓、中国自然遊歩道の維持管理及びいこいの村・香木

の森の修繕費、借地料等に要する経費です。

土 木 費
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○ 建設課

８－１－１．土木総務費 ３，８２５万８千円

人件費及び各種協議会負担金や生活道路改良舗装補助金など土木一般に関する

事務に要する経費です。

８－２－２．道路維持費 ５，８７２万１千円

道路の維持・管理・補修のほか除雪等に要する経費です。

８－２－３．道路新設改良費（うち国県道負担金） ４，５５０万円

、 。国県道改良の負担金で 国道261号の舗装や浜田作木線の改良に要する経費です

８－２－３．道路新設改良費（うち菖蒲西線） ３，５６８万９千円

羽須美地域下口羽地区の町道菖蒲西線の改良に要する経費です。本年度は長さ5

75ｍ幅4ｍの改良を行います。

８－２－３．道路新設改良費（うち大町原猪子山線） ８，３６８万６千円

瑞穂地域市木地区の町道大町原猪子山線の改良に要する経費です。本年度は長

さ240ｍ幅5ｍの改良を行います。

８－２－３．道路新設改良費（うち高見宇都井線） １億６万３千円

瑞穂地域伏谷地区及び羽須美地域宇都井地区の町道高見宇都井線の改良に要す

る経費です。本年度は、瑞穂地域伏谷地区は長さ340ｍ幅5ｍの改良を行い、羽須

美地域宇都井地区は長さ100ｍ幅5ｍの改良を行います。

８－２－３．道路新設改良費（うち横引上別所線） ６，４３１万８千円

石見地域中野地区の町道横引上別所線の改良に要する経費です。本年度は長さ4

00ｍ幅5ｍの改良及び舗装を行います。

８－２－３．道路新設改良費（うち石見中央線） ４，４８９万８千円

石見地域中野地区の町道石見中央線の改良に要する経費です。本年度は長さ920

ｍ幅5～8ｍの舗装を行います。

８－２－３．道路新設改良費（うち田代有安線） ８０１万円

石見地域日貫地区の町道田代有安線の改良に要する経費です。本年度は測量設

計の委託を行います。

８－２－４．橋りょう維持費 ２００万円

瑞穂地域高原地区のさつまや橋の幅員を広げる工事の、県への委託に要する経

費です。

８－３－１．河川総務費（うち河川維持費） １，２８９万７千円

河川浄化対策事業や河川愛護団体育成補助金などに要する経費です。

８－３－１．河川総務費（うち自動堰等管理費） ９４万９千円

羽須美地域の自動堰の管理に要する経費です。

８－３－２．砂防費 ７，２４２万７千円

県の委託を受け石見地域の砂田川ふるさと砂防工事を行うための経費です。本

年度は流路工を長さ53ｍ行います。

８－４－１．住宅管理費（うち住宅管理費） ５，３１２万７千円

町営住宅の維持・管理・補修や、住宅料の徴収・管理に要する経費です。町が

管理している（教員住宅を除く）は、公営住宅399戸、公社住宅42戸、特定公共賃

貸住宅32戸、若者定住住宅16戸、その他3戸となっています。

８－４－１．住宅管理費（うち既設公営住宅ストック改善事業費） ４，２４９万６千円

町営住宅内の段差解消、給湯設備整備の改修に要する経費です。本年度は、石

見地域の七日市団地の1棟5戸及び瑞穂地域の三本松団地の1棟12戸の改修を計画し
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ています。

８－４－１．住宅管理費（うち家賃低廉化事業費） ３０万９千円

町営住宅の家賃を低廉化させるために要する経費です。

８－４－１．住宅管理費（うち住宅情報基盤整備） ３，８１６万８千円

電気通信事業特別会計で実施しているケーブルテレビ事業に町営住宅が加入す

るために要する経費及び消防法の改正で設置が義務づけとなった火災報知器を住

宅に設置する経費です。

８－４－２．住宅建設費 ６，２５９万３千円

町営住宅の建設に要する経費です。本年度は、石見地域矢上地区の日南原2号団

地に2棟4戸の建設を計画しています。

○ 定住企画課

８－４－１．住宅管理費（うち集落振興対策助成事業） ６３２万３千円

本年度の新規事業で、若い世代の集落への定住を促し、集落の機能の維持及び

活性化を推進するため、住宅の新築又は増改築費用の一部を助成します。対象と

なるのは５０歳以下の方で、次のいずれかに該当する場合です。

①同一集落内に３世代で居住するために住宅を新築、増改築する場合：工事費

の５％

②高齢化率が一定以上の集落に定住するために住宅を新築・増改築する場合：

工事費の１０％

いずれの場合も町内業者と請負金額が２００万円以上の工事請負契約を締結す

るもので、補助金の限度額は１００万円です。

また、②の助成を受けられる方については、住環境整備に係る経費の２分の１

を２０万円を限度として加算することができるほか、当該集落には集落振興経費

として２０万円を交付します。なお、これらはいずれも邑南町商工会の商品券で

助成します。

この住宅助成以外にも、邑南町内の森林資源の利用促進のため、邑南町産材を

使用して木造住宅新築又は増築された方に対し、その費用の一部を助成する制度

もあります。

また、ＵＩターンを促進するため 「宅地建物取引主任者」等の有資格者を相談、

員とした「ＵＩターン住宅相談センター」を設立し、町と協力し空き家等の斡旋

を行う経費も含まれています。

○ 水道課

８－１－３．下水道事業特別会計繰出金（特定環境保全公共下水道）

１億４，８１７万１千円

下水道事業のうち、特定環境保全公共下水道事業の施設整備費やその財源とな

った起債(借入金)の元利償還金、運営費について一般会計から補てんする経費で

す。

消 防 費

○ 総務課

９－１－１．常備消防費 ３億１，９２４万４千円
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江津邑智消防組合（広域消防）と島根県 の負担金で防災ヘリコプター管理協議会へ

す。

９－１－２．非常備消防費 ５，６６７万２千円

職員の人件費や消防団員報酬、出動、訓練費用など、消防団に要する経費です。

９－１－３．消防設備費（うち消防施設整備費） ２，１５０万円

消防車や消防車庫などを整備する経費です。本年度は、耐震性防火水槽を整備しま

す。

９－１－３．消防設備費（うち消防施設管理費） ４４９万７千円

消防車や消防車庫などを管理する経費です。

９－１－４．防災費（うち防災行政無線管理費） ７０１万７千円

防災行政無線を維持・管理するための経費です。

９－１－４．防災費（うち防災費） １３２万８千円

防災会議委員の委員報酬等の防災会議を開催するための経費と災害用備蓄品の購

入経費です。

教 育 費

○ 定住企画課（商工観光室）

10－４－４．社会教育施設費（うち青少年旅行村運営費） ６１４万６千円

瑞穂地域の青少年旅行村の運営と維持・管理に要する経費です。

10－４－４．社会教育施設費（うち久喜林間学舎運営費） １７７万９千円

瑞穂地域の久喜林間学舎の運営と維持・管理に要する経費です。

○ 学校教育課

10－１－１．教育委員会費 １３６万４千円

教育委員報酬など教育委員会の運営に要する経費です。

10－１－２．事務局費（うち事務局費） ８，６４６万１千円

学習や生活に関する支援員の配置、教員住宅の維持・管理、教育関係の補助・

負担金など、教育全般における事務に要する経費です。本年度から重点事業とし

て、以下の事業に取り組みます。

Ⅰ力のある学校づくり支援事業

①教師力アップ塾 87万円

②基礎学力向上・定着事業 26万2千円

Ⅱ地域に開かれ、地域と学ぶ学校づくり支援事業

①学校づくり委員会の設置 77万8千円

②学校づくり研修会 15万円

③1校1菜プロジェクト 25万円

10－１－２．事務局費（うち特別支援、相談支援体制整備推進事業費） ２２万２千円

、発達障害を含む障害のある子どもや不登校など特別支援が必要な子どもに対し

出生から就労まで町内関係機関団体が連携した相談支援体制を推進するための経

費です。

10－１－２．事務局費（うち外国青年招致事業費） １，１３９万５千円

中学校での英語語学指導助手1名と、保育所・小中学校を主体に巡回訪問する国

際交流員1名に係る経費です。



*② ＡＥＤは 「突然心臓が止まって倒れてしまった人」の心臓のリズムを、心臓に電気ショックを与、

えることにより再び正しいリズムに戻し、蘇生するための治療機器です。

「突然心臓が止まって」しまう心停止の原因として、心臓の筋肉がけいれんを起こし、心臓から血液

が全身に送り出せなくなる危険な不整脈、心室細動や心室頻拍があります。この心室細動に対して電気

ショックを与える（除細動する、といいます）機械がＡＥＤです。

ＡＥＤは、操作方法を音声ガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。
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10－１－２．事務局費（うち問題を抱える子ども等の自立支援事業費） ４０１万７千円

不登校の児童・生徒を対象とし、学習指導・パソコン教室・手づくり教室・訪

問指導などで、その支援を行うための経費です。

10－１－３．スクールバス運営費 ７，１００万円

スクールバスの管理・運行に要する経費です。スクールバスは生徒の通学時間

帯以外も住民の皆さんの交通手段として運行しています。

10－２－１．小学校管理費 １億３，９８３万９千円

町内9小学校の教育に関する費用のほか、学校施設の維持・管理に要する経費で

す。本年度から読書力向上を重点事業として、以下の事業に取り組みます。

①図書館司書等配置事業 864万5千円

②図書環境整備事業 239万2千円

③読書普及活動支援事業 28万8千円

10－３－１．中学校管理費 ８，２３６万６千円

町内3中学校の教育に関する費用のほか、学校施設の維持・管理に要する経費で

す。小学校管理費と同様に、本年度から読書力向上を重点事業として、以下の事

業に取り組みます。

①図書館司書等配置事業 284万1千円

②図書環境整備事業 68万5千円

③読書普及活動支援事業 9万6千円

10－５－３．学校給食費 １億４，８５７万５千円

給食センター2ヶ所の運営に要する経費です。本年度は西給食センターへの給食

車導入(4,500千円)と真空冷却器の導入(3,366千円)を行います。また、本年度か

ら食育と体づくりの推進を重点事業として、以下の事業に取り組みます。

①学校給食地産地消推進コーディネーター配置 300万円

②学校給食地産地消促進事業補助 240万円

○ 生涯学習課

10－４－１．社会教育総務費（うち社会教育総務費） ６，９６９万３千円

、 、 、 、 （ ）、社会教育委員報酬 IT講習 ふるさと教育 成人式 生涯学習講座 町民大学

PTA・婦人会補助などの社会教育振興のほか、社会教育に関する事務に要する経費

です。本年度は、AED（自動体外式除細動器） を全公民館と石見及び瑞穂球場に*②

設置します。

10－４－１．社会教育総務費（うち同和教育費） １０５万８千円

同和教育の推進に要する経費です。

10－４－２．公民館費 １億５，７７９万５千円

町内12公民館、矢上環境改善センター及び老人創作館の活動・運営費のほか、

施設の維持・管理に要する経費です。
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10－４－３．図書館費 ９８２万５千円

図書館本館・分館の図書の管理・運営のほか、施設の維持・管理に要する経費

です。本年度から1歳6ヶ月及び3歳時のブックスタート事業を行います。

10－４－４．社会教育施設費（うち郷土館運営費） ６８万６千円

瑞穂地域の郷土館の管理・運営に要する経費です。

10－４－４．社会教育施設費（うち同和教育集会所費） ７４万９千円

羽須美地域の同和教育集会所の維持・管理に要する経費です。

10－４－４．社会教育施設費（うち元気館運営費） ２，８８０万６千円

瑞穂地域の元気館の維持・管理に要する経費です。

10－４－５．文化財保護費 ２，０６３万１千円

文化財保護審議会、各文化財施設の管理費、調査・報告に要する経費のほか、

ハンザケ自然館の指定管理に伴う運営補助に要する経費です。

10－４－６．地域振興費 ３２７万８千円

地域振興プラン策定補助、夢づくりプラン推進補助などの経費のほか、地域振

興に関する事務に要する経費です。

10－５－１．保健体育総務費 ６８０万９千円

体育指導委員報酬、スポーツ教室開催、町体育協会補助などスポーツ振興や体

力向上に要する経費です。

10－５－２．体育施設費 １，６８７万９千円

各体育館・野球場・グラウンド・テニスコートなど体育施設の維持・管理に要

する経費です。

公 債 費

○ 財政課

12－１－１．元金 ２０億６，８１２万９千円

これまで町が借り入れた地方債（長期借入金）の元金部分の償還金（返済金）

です。

12－１－２．利子 ２億８，７４１万４千円

これまで町が借り入れた地方債（長期借入金）の利子部分の償還金（返済金）

と、一時的に資金が不足した時に借り入れる一時借入金の利子に要する経費で、

内容は次のとおりです。

・長期借入金利子 2億7,741万4千円

・一時借入金利子 1,000万円

予 備 費

○ 財政課

99-99-99．予備費 ３，０００万円

災害など不測の事態への対応や、緊急的に予算にない執行が必要な場合や予算

が不足する場合、使用するために備える費用です。



- 29 -

特 別 会 計

○ 町民課

２．国民健康保険事業特別会計 １４億３，２２０万円

国民健康保険税、国・県・支払基金からの交付金、一般会計からの繰入金など

の歳入をもとに、保険事業（病院にかかった時の個人負担を除いた費用部分）や

高額医療、老人保健医療費の拠出、介護保険への納付、出産一時金などの一時金

の支給を行うほか、健康の維持・増進のため筋力トレーニング、健康教室などの

保健事業を行っています。

３．国民健康保険直営診療所事業特別会計 ９，５７０万円

町内には石見地域に井原診療所、日貫診療所、羽須美地域に阿須那診療所の３

診療所があります。この運営について、診療報酬、個人負担金、一般会計・国保

会計からの繰入金などの歳入をもとに、医療事業を行っています。

４．老人保健事業特別会計 ２７０万円

75歳以上の方の医療を行う制度ですが、平成20年4月からスタートした後期高齢

者医療制度に変わっており、本年度は精算分のみとなっております。

５．後期高齢者医療事業特別会計 ３億６，０６０万円

後期高齢者医療は、国の医療改革に75歳以上方が全員加入する、老人保健から

変更となった医療保険で、平成20年4月から発足した制度です。これまでの各市町

村単位で行われていましたが、制度の変更に伴い県下の市町村を一つの保険者と

した「島根県後期高齢者医療事業団体連合会」として事業を行います。この団体

は国・県の負担金、国民健康保険・社会保険から支援金及び加入者からの保険料

で運営されます。

○ 水道課

６．簡易水道事業特別会計 ５億６，８００万円

水道使用料金や一般会計繰入金などの歳入により、既存の水道施設の維持・管

理を公営事業としての運営しています。

そのほか、阿須那簡易水道の基幹改良を補助金と地方債で行います。

７．下水道事業特別会計 １０億６，６００万円

下水道事業には、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、生活排水

処理事業（合併浄化槽）の3事業があり、既に供用開始してある施設は、下水道使

用料金や加入分担金、一般会計繰入金などの歳入により、既存の施設の維持・管

理を公営事業としての運営しています。

また、現在も整備事業が継続しています特定環境保全公共下水道、生活排水処

理それぞれの事業を補助金と地方債で行います。

○ 情報推進課

８．電気通信事業特別会計 ７億５，９００万円

農業情報や災害情報などの各種情報提供を行うため、光ファイバー網を町内に

敷設し、ケーブルテレビ・高速インターネット・IP電話のサービス提供を行うも

のです。

本年度は昨年度に引き続き、幹線伝送路工事を行う予定としています。


